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令和７年度  再評価対象箇所一覧表　１１月２６日審議箇所
［農政部農地整備課］

経過年数

（百万円） （百万円） （％）

用地補償費 用地補償費 用地補償費

工事費等 工事費等 工事費等

ｍ ｍ

2,285 1,470 64%

1,470 780 53.1% 95 86 91%

2,190 1,384 63%

1.1

(1.2)

費用対効果分析：（　）は前回再評価時の投資効果率

政策との
位置付け

・農地の保全と
生活環境の向
上対策
・災害に強い農
村づくり

番号 事業名
路線・地区・
河川名等

実施箇所
（市町村名）

全体事業費

関連事業の進
捗状況

道路法面の
緑化

-
事業継続、早
期完成を要望

事   業
実施率

社会経済情勢
等の変化及び
地元の意向

環境との調
和への配慮
事項

事業費縮減
費用対効
果分析

対応方針
（案）

特記事項

実施済み額 進捗率

継続
残土処分方
法の変更

H27 R12 10

採択
年度

完了
予定
年度

事　業　概　要

全体事業量 実施済事業量

1
県営基幹農
道整備事業

高鷲北部 郡上市
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令和７年度 再評価対象地区に係る事業制度・費用対効果の分析について 

課名 農地整備課 

〇
事
業
制
度
に
つ
い
て

事 業 名 県営基幹農道整備事業 

事 業 目 的
農産物流通の合理化等による地域農業の振興、生活環境の向上や防災・減災な
どの機能を有する農道の整備を通し、農村地域の社会生活を支える。 

採 択 基 準

・受益面積がおおむね50ヘクタール以上 

（振興山村、過疎地域は30ヘクタール以上） 

・総事業費が１億円以上 

・車道幅員が4.0メートル以上 

・自動車交通量のうち、農業に係るものが過半を占めること 

概      要 

(メニュー)
・基幹農道開設 

○
費
用
対
効
果
の
分
析
に
つ
い
て

＊
費
用
便
益
Ｂ
／
Ｃ
＊

効
果
の
項
目

う
ち
貨
幣
換
算
す
る
項目《

Ｂ》

・品質向上効果 

輸送時の荷痛みによる品質を、現況と整備後と比較により算定。 

・維持管理費節減効果 

 事業がある場合とない場合における維持管理費用の比較により算定 

・営農に係る走行経費節減効果 

 農道開設により農畜産物の輸送に係る走行時間等の縮減効果により算定 

・一般交通等経費節減効果 

 農道開設による農業交通以外の交通における走行時間等の縮減効果により算定 

そ
の
他
項
目

費用《

Ｃ》

の
算
定

・費用の積み上げ基準：事業費（建設費） 

・単価の基準：評価を実施する年度 

・現在価値化に用いる割引率４％（Ｂ及びＣ共通） 

・評価対象期間は事業完了後４０年間 

費
用
便
益
比
の
基
準

費用便益比（Ｂ／Ｃ）が１．０以上 
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令和７年度 再評価実施箇所（附図）
担当課〔農地整備課〕 

番 号 ４ 
事 業 名

（路線・河川名等）

県営基幹農道整備事業 

（高鷲北部地区） 

事業実施箇所 郡上市高鷲町西洞 事 業 主 体 岐阜県 

採択年度 平成２７年度 完了予定年度 令和１２年度 

再評価の実施基準  事業着手年度から１０年が経過した時点で継続中の事業 

事業目的

本事業は、基幹農道を開設し各生産団地と農業用施設を有効的にアクセスさせ、流通体系の改善を図

り生産性の高い近代農業の育成を目指す。

また、国道１５６号及び県道３２１号の代替路線として、災害時には重要な役割を担う。

事業概要

全体事業費 2,284,900 千円  受益面積  288 ha

計 画 延 長 1,470 ｍ 道路幅員  7.0 ｍ 

道 路 工   1,410 ｍ

橋 梁 工 60 ｍ（１橋）

概 要 図
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県営基幹農道整備事業「高鷲北部地区」
公共事業再評価

農政部 農地整備課
1
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「
清
流
の
国
ぎ
ふ
」
の
未
来
を
支
え
る

農
業
・
農
村
づ
く
り

１ぎふ農業・農村を
支える人材育成

３ぎふ農畜水産物の
ブランド展開

基盤及び農村生活環境基盤の整備を推進していく。

②安心と信頼を届ける農畜水産物の生産展開
③水田農業における安定供給体制の構築と新たな展開
④家畜伝染病に対応できる畜産産地づくり

⑥食料安全保障の強化に資する生産・供給体制の構築
（※中間見直しにより追加）
⑦岐阜県版「みどりの食料システム」の取組推進

４ 地域資源を活かした
農村づくり

県の施策における位置づけ

２安心で身近な
「ぎふの食」づくり

【
重
要
テ
ー
マ
】
中
山
間
地
域
を
守
り
育
て
る
対
策

①災害に強い農村づくり
②農地の保全と生活環境の向上対策・鳥獣害
対策

継承と持続的発展
④棚田などの地域の魅力を活かした農村の活性化

2

基本理念 ４つの基本方針 基本方針に基づく重点施策
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郡上市

高鷲北部地区

L=1,470m

下呂温泉病院

ひるがの高原スマートICＩＣ

東海北陸自動車道
156

156

事業位置図

321

3

本谷農道

SA ひるがの高原SA

受益地
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事業概要

4

内 容項 目
県営基幹農道整備事業事 業 名
高鷲北部地 区 名

地内所 在
平成２７年度 令和１２年度（１６ヶ年）工 期
２,２８５百万円（費用負担：国1/2、県1/3、市1/6）総 事 業 費

延 ,４７０ⅿ
幅 員：７.０ⅿ
受益面積：２８８ha
［水稲、大根、夏秋トマト、ほうれん草 いちご、牧草、花き］

事 業 量

標準断面
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事業の目的①【農産物等の輸送時間短縮】

堆肥処理施設

156

156

321

東海北陸自動車道

ひるがの高原
野菜集出荷施設

5

321

ひるがの高原野菜集出荷予冷施設

【輸送ルート（農産物等）】

野
菜
直
売
所

整備後（5.9km）

現 況（11.6km）
農
地

※輸送距離 5.7kmの短縮
輸送時間 8分の短縮

輸送時間：17分

輸送時間：9分

西洞
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事業の目的①【営農に係る輸送時間短縮】

156

156

東海北陸自動車道

国道156号の交通規制実績
・令和7年5月7 10日落石の発生により全面通行止

321

321

6

事業の目的②【災害時の避難路・輸送路の確保】

6- 9 -



■事業の効果
・食の安定供給の確保に関する効果：全体の４２％
・農村の振興に関する効果 ：全体の５８％

■投資的効果率
総便益
総費用

＝１．１

費用対効果の分析

7

事業計画時
（H27年度）
１．2
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◆高鷲北部地区周辺の観光施設

高鷲スノーパーク

◇

ダイナランド

郡上ヴァカンス村スキー場

牧歌の里

ひるがの高原キャンプ場

高鷲北部地区

L=1,470m

156

156
東海北陸自動車道

ひるがの高原スキー場

事業を巡る社会経済情勢等の変化

1,200,000

1,300,000

1,400,000

1,500,000

1,600,000

R1 R2 R3 R4 R5 R6

高鷲町観光客数 （人）

スキー施設
・高鷲スノーパーク
・ダイナランド
・ひるがの高原スキー場
・郡上ヴァカンス村スキー場

キャンプ施設他
・牧歌の里
・ひるがの高原キャンプ場

温泉施設
・牧歌の里温泉
・ふたこえ温泉

321

321

ふたごえ温泉
8- 11 -



実施中区間
L=690m

3

ひるがの高原SA

ひるがの高原スマートIC

156

321

ＩＣ

SA

9

整備済区間
L=780m

事業の進捗状況

R6まで R7以降 全体

延 長 （ m ） 780 690 1,470

総事業費（百万 円 ） 1,470 815 2,285

事 業 費 進 捗 率 64% 36% 100%

延 長 進 捗 率 53% 47% 100%
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掘削残土を隣接農地の嵩上げに流用（9,100m3）

縮減額 約８‚７００万円

コスト縮減の取り組み

10

残土処分
（農地嵩上げ）

残土処分

掘削
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・法面保護は植生を用いて環境負荷の低減

・河川への土砂流出防止のため大型土のうを設置した濁水対策

環境への配慮

11- 14 -



１ 農業輸送の効率化が図られるなど、投資効果が
見込まれる

２ 災害時の迂回路等道路ネットワークの確保

３ 観光施設等への利便性向上による地域活性化

４ 地域住民及び市が早期全線開通を要望

継続して事業を実施

今後の対応方針（案）
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前回（当初） 今回

(基準年：H27） (基準年：R7）

H27～R10 H27～R12

11.2 23.2

11.2 23.2

6.0 10.5

6.8 14.7

12.8 25.2

1.2 1.1

令和 ７ 年度

岐阜県事業評価監視委員会

費用対効果分析資料

■事業名

県営基幹農道整備事業　高鷲北部地区

■事業内容

基幹農道整備　延長L=1,470ｍ　幅員W=7.0m（5.5)

■費用対効果分析結果

区分 備考

事業期間

費用
(億円)

当該事業費

合計（Ｃ）

効果
(億円)

食の安定供給の確保に関する効果

農村の振興に関する効果

合計（Ｂ）

費用対効果分析結果（Ｂ／Ｃ）

※金額は、社会的割引率（４％）を用いて現在の価値に換算したもの。

■費用対効果分析の分析方法

土地改良事業の費用便益分析マニュアル／農林水産省振興局／H19.3

■費用対効果分析結果の要因変化

【費用の主な変化要因】
・人件費、資材価格高騰による事業費の増加、及び、評価基準年の更新により、現在価値
化した事業費の増加【12.0億円】
【便益の主な変化要因】
・評価基準年の更新、事業評価参考単価表の改訂による増加【4.5億円】
・沿線の交通の見直しによる農村の振興に関する効果の増加【7.9億円】

【費用対効果分析結果の変化】
・費用対効果分析結果は当初の1.2から1.1に減少したが、費用便益比は1.0を上回ってお
り、事業効果が確保されている。
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